
権利擁護・地域生活定着支援セミナー

なぜ刑務所で福祉支援を行うのか

令和4年12月10日(土)13～16時

参加費無料

事前申込要
日時

会場

≪基調講演≫13：40～14：40

刑務所における福祉的支援とは ～大分刑務所福祉専門官の役割～

≪鼎談≫14：50～15：50

罪を犯した高齢・障がい者の居場所と出番 ～支援者からの考察～

大分刑務所分類教育部

登壇者

●統括矯正処遇官  山本 伸朗 氏

●大分県知事指定 居住支援法人
　NPO法人 住むケアおおいた
専務理事  三宮  佳子 氏

●大分刑務所 分類教育部
　福祉専門官 吉賀 俊介  氏

●大分県地域生活定着支援センター
センター長 桑野 博文  氏

●福祉専門官  吉賀 俊介 氏

大分県総合社会福祉会館4階大ホール(大分市大津町2丁目１番４１号）

～罪を犯した高齢・障がい者の居場所と出番～

大分刑務所では､平成30年より福祉専門官を配置している。福祉専門官が大分刑務所に配置されることになっ

た歴史的な背景や現状等を統括矯正処遇官から講演していただき、福祉専門官からは、「司法における福祉」と

いう立場から、どのような役割を担っているのか、事例を通じて、大分刑務所内における福祉的支援の実践を

みなさまに伝えていきたい。

※コロナ感染対策により、会場へは先着80名を定員とします。オンラインの参加も可能ですのでお問い合
わせ先までご連絡ください。

大分県地域生活定着支援センター 担当：桑野・大田黒 TEL 097‐536‐5105

大分県あんしんサポートセンター 担当：大村 TEL 097‐551‐0110

☎お問い合わせ先

主催　大分県  社会福祉法人  恩賜財団  済生会支部大分県済生会日田病院、社会福祉法人大分県社会福祉協議会

罪を犯した高齢者や障がい者が出所後、直ちに必要となるのが、生活をしていくための『住まい』である。私
達の支援の目的は、本人と刑務所入所中から関わり、面談を繰り返す中で、本人が望む生活を主体に、再犯に
繋がることがない生活を本人と共に考え、その生活を整えていくことである。
ここでは、生活を整えていくための過程から、大分刑務所、大分県地域生活定着支援センターや居住支援法人
が考える「本人の生活における居場所と出番とは」をそれぞれの立場から意見交換を行う。



権利擁護･地域生活定着支援セミナー 参加申込書
※参加費は無料です。

ＦＡＸ送信先 ： 0 9 7 ‒ 5 5 1 ‒ 5 4 5 4
ふ り が な

氏 名

住 所

電話番号

職業 • 所属団体等

参加方法
会場
（いずれかに〇をつけてください）

※フォーム（右２次元バーコード）からもお申し込みいただけます。

〔会場〕

〔お申込先〕

社会福祉法人大分県社会福祉協議会

大分県あんしんサポートセンター

ＴＥＬ ：０９７－５５１－０１１０

ＦＡＸ ：０９７－５５１－５４５４

〒８７０－０９０７

大分市大津町２－１－４１

大分県総合社会福祉会館　４階大ホール

大分市大津町２－１－４１

※駐車場は台数に限りがあるため、できるだけ公共交通機関をご利

用ください。

※　当日はマスク着用にてご来場いただきますようお願いいたします。また入口にて手指消毒と検温にご協力ください。

※　新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、やむを得ず中止とする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

　　なお、中止する場合は社会福祉法人大分県社会福祉協議会のＨＰ（ＵＲＬ：https://www.oitakensyakyo.jp）にてお知ら

せいたします。

※　当日キャンセルされる場合は下記連絡先にご連絡をお願いいたします。　

TEL：080-5605-7197（大分県地域生活定着支援センター）

※ご記入いただいた事項は、本セミナー以外に使用することはありません。

※申込締切：令和４年１１月２４日(木)
 〈Ｚｏｏｍ参加を希望された方へ〉

※上記に記入していただいたメールアドレス宛に、ミーティングＩＤとパスワード等を送信します。

※同事業所で複数人参加いただける場合は、参加者全員分の記入 （フルネーム） をお願いします。

※Ｚｏｏｍの場合、同一機材で複数人の聴講も可能ですが、その場合も参加者全員分の記入（フルネーム）を

お願いします。

〈申込ＵＲＬ〉

申込フォームはこちら

オンライン （Zoom）•

メールアドレス
（Zoomの方は必須）

https://forms.gle/uU1fwWX2b5gtQYRJA


